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説明項目１ 第３回検討委員会の結果について
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第３回検討委員会での主な意見

⑴ 第２回検討委員会の結果について

〇 前回までの議論で#7119は有用性が高いことが認められたが，課題はどのように周知を行って有効活用してもらうか。

○ 広報事例にあった病院の待合室などを活用する方法は非常に有効だと考える。マイナ救急でも市立病院や医師会を
通じて周知しており、＃7119も医療機関や各医師会とも連携しPRできると効果的である。インバウンド客への対応として、
空港や駅での多言語の情報発信も大事。

(2) 運営方法について

(実施体制・業務内容)

○ 夏場の熱中症など、複数の電話が入った場合にどのような対応になるのか。

⇒ 消防庁からも電話が集中する時期には十分な体制を確保するよう求められている。遠隔型の場合、複数県を担当す
る相談員が在籍しており、需要が急増した際には柔軟に対応できる体制がとられている。

(実施体制・業務内容：医療機関案内の意義について)

〇 全国の先行事例を踏まえて整備されてきており、医療機関案内があった方が利便性の向上が見込まれるためだと思う。

〇 救急搬送が不要と判断された場合でも、近隣の医療機関を案内することで、ワンストップの相談体制を構築している。
非常に重要な機能だと思う。

〇 ＃8000も医療機関案内は重要で、そこまで案内しないと相手は納得しない。普及する上では重要なポイント。

(事業の運営について)

○ 今，保健部局の方で地域医療構想が議論されており，高齢者救急というのが議題としてあがっている。県の関係部局
で連携を図っていくことが必要。

〇 各郡市の危機管理と衛生，福祉部門と県との連携が必要。そこでもらったデータを基に医療機関案内をできるようにす
る必要がある。
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第３回検討委員会での主な意見

〇 医療機関案内の受け皿となる医療機関に対しても#7119の仕組みを説明することが必要。

〇 事後検証は，しっかりした統計を行うためにも誰が行うのかを押さえておかないといけない。

〇 薩摩，大隅，離島があるが中身についてはそれでいいと思うが，方向性が決まれば，それをどうやって県民，高齢者
を含めて理解を普及させていくかが大事。

○ 緊急度判定プロトコルは非常に精緻で膨大なものだ。相談員の育成には一定の経験とトレーニングが必要であり、
地域で育成するのは荷が重い部分もあるので、外部委託・遠隔型が一つの形かと。

○ ＃8000でも、利用者満足度と受診行動の変化を調査して有用性を示してきており、＃7119でも参考にすることで、住
民への信頼が高まる。

⑶ 運営方法の主な項目について(運営形態・受付時間・対象地域・費用負担)

〇 直営と外部委託・常設型は地元のことをわかっているメリットがあるが，外部委託・遠隔型が(全国で)一番活用され
ている運営形態。

〇 ＃8000のような形(常設型と遠隔型のミックス)が良いのでは。夜間は遠隔型であっても経験を積めば評判がよくなっ
てくる。

○ 訪問看護サービスを提供する側からは，かかりつけ医が対応できない土日祝日の対応が困っているので，24時間
365日が望ましい。

#8000の相談者の育成も結構長く丁寧にやってきた結果。高齢者に関してはいろいろな要素が入ってくるのでそんな
に簡単に理解できないと思う。外部委託(遠隔型)でスタートしないと養成が間に合わない。

○ 救急搬送は昼間が多い。回線をずっと使っている状況もあるため24時間365日で。離島においても消防だけでは賄
えない部分もあることから，県内全域での実施が望ましい。

○ 利用する立場からすると、全県で対応している方が望ましい。国の財政処置も活用しながら、県と市町村が連携して
予算化することが大事。
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説明項目２ 市町村等の意向調査結果



市町村等の意向調査

調査目的：#7119の導入に向けた検討に当たり，市町村等の認識や意向を確認
するため，令和3〜６年度に引き続きアンケート調査を実施

調査対象：43市町村(保健関係部局) 及び 20消防本部
実施時期：令和７年12月
回収率 ：100％

5

調査目的：#7119の導入に向けた検討に当たり，各地域の医療関係者の意向
を確認するため，郡市医師会に対しアンケート調査を実施

調査対象：17郡市医師会
実施時期：令和７年４月( ７年12月一部再調査)
回収率 ：100％

県内郡市医師会を対象としたアンケート

市町村(保健関係部局)・消防本部を対象としたアンケート



市町村（保健関係部局）・消防本部を対象としたアンケート結果(R3〜R７)
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県内郡市医師会を対象としたアンケート結果

導入を強く希望する

7件
41%

導入が望ましい,
10件
59%

導入してもしなくて

もよい, 0, 0%

導入の必要はない, 
0, 0%

事業導入に対する意見
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説明項目3 先行県の状況



出典：消防庁「救急安心センター事業（♯７１１９）の展開拡大」
9

先行県の状況
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・ 令和７年10月現在，#7119は全国40地域(都府県全域３６，一部地域４)で導入されている。

・ 導入に至る経緯は各地域で異なり，国のモデル事業を活用するなど早期に導入した地域や既存の電話事業
から#7119に変わった地域では都県単独で実施されているが，近年事業を導入した地域では，県と市町村が共
同で行っている地域が多くみられる。

・ 受付方法は音声ガイダンスを採用している地域もある。
・ 医師体制はオンコール体制で，119番転送は未対応の地域がほとんどである。
・ 外国語対応を行っている地域もある。

先行県の状況

山口県

(外部委託・遠隔型)

滋賀県

(外部委託・遠隔型)

京都府

(外部委託・遠隔型)

福島県

(外部委託・遠隔型)

奈良県

(外部委託・常設型)

東京都

(直営)

令和元年７月令和７年10月令和２年10月令和５年４月平成21年10月平成19年６月開 始 時 期

約110万人約190万人約258万人約183万人約132万人1,442万人人 口

24時間365日24時間365日24時間365日24時間365日24時間365日24時間365日受 付 時 間
県内全域(一部は独自実

施)
県内全域府内全域

県内全域県内全域都内全域(島しょを除く)
対 象 地 域

県(通信費等),
市町村(委託費)

県1/2，
市町村1/2（人口按分）

府(固定額：2千万円)，
市町村(所要額)

※消防本部

県1/2，
市町村1/2（人口按分）県負担東京消防庁

費 用 負 担

22,000千円13,619千円31,200千円42,900千円129,222千円約10億円R7年度予算

24,718件－57,160件23,367件77,999件485,432件
R6年度相談
件 数

３回線２回線４回線３回線
(17～23時:５回線)１回線15回線

回 線 数

音声ガイダンス音声ガイダンス音声ガイダンス音声ガイダンス受付員対応音声ガイダンス受 付 方 法

オンコール体制オンコール体制オンコール体制オンコール体制オンコール体制常駐体制医 師 体 制

未対応未対応未対応未対応未対応実施1 1 9 転 送

未対応６か国語未対応未対応未対応未対応外国語対応
一部地域は，隣県の広島
市等と合同または独自で
実施

今年度から実施
消防庁モデル事業を活用
して導入

東京消防庁管轄は本土の
み

そ の 他

〇 主な都道府県における実施状況

※ P.19～21に関連情報を記載



11

先行県の状況

沖縄県

(外部委託・遠隔型)

大分県

(外部委託・遠隔型)

熊本県

(外部委託・遠隔型)

長崎県

(外部委託・遠隔型)

福岡県

(外部委託・遠隔型)

愛媛県

(外部委託・遠隔型)

令和６年９月令和７年７月令和６年５月令和６年８月平成28年６月令和５年７月開 始 時 期

約147万人約112万人約174万人約131万人約509万人約128万人人 口

24時間365日平日・土夜間，
日祝等24時間

24時間365日24時間365日24時間365日24時間365日受 付 時 間

県内全域(北大東村，与
那国町を除く)

県内全域県内全域県内全域県内全域県内全域対 象 地 域

県1/2，
市町村1/2(均等割，人口

按分)

県1/2，
市町村1/2(人口按分)

県1/2，
市町村1/2（1/2人口按分，

1/2前年度実績）

県1/2，
市町村1/2（人口按分）

県県1/2，
市町村1/2(人口按分)

費 用 負 担

19,120千円29,322千円20,895千円25,000千円98,000千円35,530千円R7年度予算

11,807件(R6.9～)－7,667件（R6.5～）14,668件(R6.8～)79,731件19,257件R6年度相談
件 数

１回線(２チャンネル)４回線２回線２回線１回線(２チャンネル)２回線回 線 数

受付員対応音声ガイダンス音声ガイダンス受付員対応音声ガイダンス受付員対応受 付 方 法

オンコール体制オンコール体制オンコール体制オンコール体制オンコール体制オンコール体制医 師 体 制

未対応未対応未対応未対応未対応未対応1 1 9 転 送

12言語対応13言語対応13言語対応未対応電話リレーサービスで対応未対応外国語対応

令和６年度：大分市
令和７年度：県内全域

R4から#7400で事業導入
R6.5から#7119に番号変
更

公平性の観点から県1/2，
市町村1/2

市町村と費用負担協議中そ の 他
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説明項目４ 運営方法に係る意見について
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１ 実施体制・業務内容

(１)勤務人員
検討委員会の意見案対応内容対応者

適当（音声ガイダンス
も含めて検討すべき）

電話の受付を行い，必要に応じて，相談者の現在地，年齢，性別
等の聞き取りを行い，医療機関案内を希望する場合は医療機関案内
を実施し，救急医療相談を希望する場合は相談員への引継ぎを行う。

受付員

適当（訓練を受けた看
護師等を配置すべき）

相談者から症状の聞き取りを行い，相談システムに入力し緊急度
判定プロトコル等により緊急度判定を行う。

判定結果により，応急手当の助言や医療機関案内，119番への転
送や掛け直し要請等を行う。

相談員

適当（常駐又はオン
コール体制とすべき）

相談員が救急医療相談に対応する際，緊急度判定や診療科目等の
判断に迷った場合，相談員からの相談に応じて助言を行う。

医 師
(常駐又はオンコール体制)

適当（配置すべき）受付員や相談員の勤務状況やコールセンター内の状況を把握し，
業務が円滑に遂行されるために必要に応じて適切な指示等を行う。

監督者
(業務責任者)

出典：消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」

〇 イメージ図

① 緊急度判定を用いた救急医療相談と医療機関案内のいずれも実施すること
② 救急医療相談の相談員は医師，看護師又は救急救命士とすること
③ 医師の常駐又はオンコール体制を確保すること

〇 #7119の満た
すべき要件
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１ 実施体制・業務内容

検討委員会の意見案対応内容対応事項

適当(＃7119の満た

すべき要件)

緊急度の判定に当たっては，緊急度判定プロトコル(電話相談)【総務省
消防庁作成】を参考に，相談者から聴取した内容により行う。また，必要
に応じて医師への相談を行うこと。

電話相談の結果，医療機関を受診する必要がない場合には，症状に応じ
た対処法等を説明すること。

救急医療相談

適当(＃7119の満た

すべき要件である)

相談内容に応じて，医療機関を受診する必要性の有無について回答する
こと。

受診する必要がある場合又は相談者から医療機関案内を求められた場合
は，あらかじめ委託者が提供する医療機関情報を用いて，相談者の求める
医療機関情報を提供する。

なお，情報提供に当たっては客観的なもののみ提供し，優良な医療機関
の案内などの主観を要するものは対応しないこと。

医療機関案内

適当(実施すべき)15歳未満の小児に関する相談については，まず緊急度判定を行い，緊急
度が低いと判断された場合には相談者の希望に応じて「〇〇県小児救急医
療電話相談(#8000)」等に案内する等の対応をとること。

小児に関する
相談

適当(実施すべき)外国人からの相談に対応するため，多言語通訳サービスなどの通訳者を
交えた３者通話による相談体制を整えること。

外国人からの
相談

適当(実施すべき)事業実績を報告するため，事案毎の相談内容に関する事項を記録し，一
定期間保存すること。

相談業務に関
する記録

適当(実施すべき)アンダートリアージが疑われる事案など，相談者が不利益を被るような
重大インシデントが発生した場合は，速やかに委託者に報告するとともに，
対処後に相談内容や対応策について整理し，改めて報告すること。

また，必要に応じて委託者と検証する体制を設けること。

重大事案発生
時の対応

(２)相談業務に対する対応(参考：標準的な仕様書(例))

出典：消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業を外部委託する際に活用可能な標準的な仕様書(例)」

※ R7.7現在 37団体中14団体が実施
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(１)運営上の留意事項

検討委員会の意見案内 容留意事項

適当(実施すべき)本事業を救急医療全体に資するものとして認織し，実施主体の各都道府県又
は市町村の消防防災主管部局と衛生主管部局が連携すること。

また，都道府県メディカルコントロール協議会，各地域メディカルコント
ロール協議会，消防本部，医療機関等への運用状況の共有や検証等を適宜行う
とともに，PDCAを通じて事業の「質」を担保すること。

事業運営に
ついて

適当(実施すべき)コールセンターの受付時間を決定する。相談窓口は，原則として24時間365
日，相談を受け付けることができる体制とする。

ただし，同一の窓口において24時間365日体制を実施できない場合において
は，地域の医療機関との連携等，地域の実情に応じた適切な体制の整備により，
実質的に24時間365日，相談を受け付けることができる体制を整えるとともに，
受付時間外の対応体制について住民に周知すること。

受付時間に
ついて

適当(２回線以上を
確保した上で，需要
増大時に柔軟な対
応がとれるような体
制を確保すべき）

実施団体は，応答率等を把握し，必要な回線数の確保に努めること。また，
大型連休や年末年始等の需要拡大が見込まれる場合には，事前に必要な体制を
確保するよう努めること。

応答率等に
ついて

適当（県内及び隣県
の医療機関情報を整
備すべき）

繫急度判定を用いた救急医療相談の結果，医療機関案内を行う場合は，利用
者の利便性の観点からも，原則として，#7119においてワンストップで行うこ
とが望ましい。ただし，#7119においてワンストップで実施できない場合にお
いては，相談者に対して，既存の医療機関案内窓口を紹介する等，地域の実情
に応じた適切な医療機関案内の体制を整えるものとする。

救急医療相
談後の医療
機関案内に

ついて

２ 救急安心センター事業(＃７１１９)運営について(総務省消防庁)

出典：消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」
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(２)電話対応に関する事項

検討委員会の意見案内 容留意事項

適当(実施すべき)電話相談では，心肺停止など緊急度が高い事案を確実に判定できること，緊急度
が高い症例を低く見積もることを可能な限り避けること，医学的根拠に基づき行う
こと，応対者によって判定結果にばらつきが生じないこと等が求められる。そこで
医療機関従事者が電話を介して判断する傷病の緊急度やそれに基づいて提供する情
報の標準化を目指した指示書として，電話相談ブロトコルを作成している。

令和２年12月に策定された電話相談ブロトコルver.3では，赤 (最緊急・救急車)，
橙(緊急・非救急車)，黄(準緊急)，緑(非緊急)，白(受診不要)の５段階の緊急度を
判定する。

最終的な緊急度判定は，プロトコルが示す結果のみに頼らず，適宜担当した看護
師又は救急救命士の経験，知職及び医師の助言，通報者の社会的事情などによって
総合的に判断する。判定後の対応は，119番転送による救急車要請，地域医療機関情
報に基づく受診科目・医療機関情報，他の電話サービスやウェブ情報(中毒情報セン
ター，メンタルヘルス対応など)及び病態に応じた適時の受診時期(受療のタイミン
グ)と救急処置を中心とした口頭指導などがある。(「緊急度判定ブロトコルver.3
【電話相談】」)

①緊急度判
定プロト
コル

適当（掛け直しの
要請とすべき）

相談者からの相談内容等により，緊急性が高いと判定した場合は，受付員・相談
員はただちに119番転送又は掛け直しの要請を行う。

119番転送を行う際は，操作が複雑である場合も想定されるため，受付員・相談員
が速やかに対応することができるよう，操作方法や消防機関に伝達すべき事項
(#7119からの転送であること，相談者の電話番号など)をあらかじめ記載したマニュ
アルを用意することが望ましい。

②119番への
転送等に
関する対
応

事業導入後に検討
すべき

一部の消防本部では，緊急に搬送する必要がなく，かつ，#7119に寄せられる相談
内容と親和性があることが明確な119番通報について，#7119への転送(以下「直接転
送」という。)が行われている。

③119番から
の転送等
に関する
対応

２ 救急安心センター事業(＃７１１９)運営について(総務省消防庁)

出典：消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」

※ R7.7現在 37団体中８団体が実施
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(２)電話対応に関する事項

検討委員会の意見案内 容留意事項

適当(実施すべき)相談者の住所又は現在地を聴取した際に，#7119未実施エリアからの入電で

あることが判明した場合，相談員は当該地域が#7119実施エリア外であること

を的確に伝える。

ただし，電話相談内容などから直ちに病院を受診する必要があると判断し

た場合は，相談者に119番通報するよう助言するなど，状況に応じた対応が求

められる。

また，電話応対に当たっては懇切丁寧な応対を行うとともに，相談者に不

快の念を抱かせることのないように留意することが望ましい。

④#7119実施エ
リア外から
の入電に対
する対応

適当(＃8000と同様に

実施すべき（固定電話

番号を案内）)

※ 曽於市の旧末吉町，

旧財部町の地域が該

当

#短縮ダイヤルサービスは，単位料金区域に基づき実施されているが，地域

によっては，単位料金区域が都道府県や市町村の境界と一致していない場所

が存在していることから，このような地域において事業を導人する場合は，

#7119に架電した際に隣県の#7119につながるなどの問題が発生するため，事

前に実施地域の単位料金区域を把握し，当該問題に対する対応方針を決定す

る必要がある。

なお，携帯電話は各携帯キャリアの基地局での振り分けとなるため，この

影響を受けない。ただし，隣接する県の基地局に振り分けられてしまうよう

な地域の場合，#短縮番号ではなく，固定番号で発信する必要がある。

⑤市外局番が県
境等をまた
ぐ地域にお
ける対応

適当(実施すべき)聴覚障害者等による#7119利用に関する問い合わせ等があった場合，電話リ

レーサービスやネット119，Q助など，地域の実情に合った連絡手段を案内す

る。

また，医療機関案内についてはＦＡＸでの対応を行っている実施団体もあ

るため，地域で利用可能なツール(電話リレーサービス，Q助，ネット119，

メール119，FAX119など)を踏まえ，関係機関と協議した上で，対応要領を定

めることが望ましい。

⑥聴覚障害者等
の利用に関
する問い合
わせ

２ 救急安心センター事業(＃７１１９)運営について(総務省消防庁)

出典：消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」
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(２)電話対応に関する事項
検討委員会の意見案内 容留意事項

適当(実施すべき)不規則入電(特定の相談員に対する呼び出し等)に関して，業務の円滑な運営が妨
げられるおそれがあるため，速やかに事業管理者へ転送・報告するなど，あらかじ
め#7119業務に支障を生じることのない連絡体制を構築することが必要である。

その際，あらかじめ，転送先を一本化して設定するなど，相談員が迷わずに統一
した対応が行えるシステムを考慮することが望ましい。

⑦不規則入電
に関する対
応

適当(事後検証も行
うべき)

実施団体へのヒアリングにより，#7119では事業内容(救急医療相談・医療機関案
内)から，相談者の詳細な住所(〇丁目〇番〇号)まで特定しないことが確認されて
いる。このため，相談者の相談内容(子どものケガについて受傷機転が不自然な場
合等)などから相談員が虐待を疑った場合において，相談者の住所を特定できない
ことにより，追跡調査を行うなど適切な対応が困難な事例も想定される。

しかし，児童虐待は深刻な社会問題であり，「児童虐待の防止等に関する法律」
及び「児童福祉法」により，児童虐待に係る通告義務等が定められていることから，
児童虐待が疑われるような相談を受けた場合，速やかに関係機関に通告するための
対応要領を定めておく必要がある。

⑧児童虐待が
疑われる入
電に関する
対応につい
て

２ 救急安心センター事業(＃７１１９)運営について(総務省消防庁)

出典：消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」

(３)手続き関係
検討委員会の意見案内 容留意事項

適当(実施すべき)#7119の電話相談中に，相談者の容態が急変し応答を得ることができなくなるなど，
人命又は身体に差し迫った危険があるにもかかわらず，相談者から住所等の情報を
聴取できないために，救急要請ができないことが想定される。

#7119の相談窓口から上記のような通報を受けた消防本部が，救急車を出動させる
必要があると認め，かつ，相談が東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式
会社(以下「NTT東西」という。)の固定電話又はひかり電話を通じて行われていた場
合に，NTT東西が所有する住所情報及び契約者名を照会するための手続きを行う。

＃7119で受
付した相談
者に関する
契約者情報
照会



３ 運営方法の主な項目について

出典：消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」ほか

直営方式 ： 人材確保，プロトコルを用いた緊急度判定などの運用に関する事項及び事業の質の向上を図るための検証・研修体制等
のすべてを実施団体にて行う方式

外部委託方式 ： 受付員や相談看護師などの人材確保，プロトコルを用いた緊急度判定などの運用に関する事項及び事業の質の向上を図
るための検証・研修体制等の大部分又は一部を外部事業者に委託して行う運営する方式

ア 常設型 ： 実施団体が用意する施設にて事業を実施するもの
イ 遠隔型 ： 委託事業者が用意する施設にて事業を実施するもの

全国の状況デメリットメリット区分

１団体

東京都

①外部委託方式と比較し，人件費がかかる。
②雇用形態の柔軟性がなく，業務の効率化が図りにく
く，相談員の勤務条件や入電数(需要)に応じて効率的
に勤務人員を増減するなどの対応が困難。

③相談員の人材確保(募集・採用・退職)及び日常的な人
事・庶務的業務が必要。

④コールセンター内の機器トラブルの対応が必要。

①委託事業者の変更などがなく，運営体制の安定化を図ることができ
る。

②常に運営状況を把握することが可能であり，コールセンター内でト
ラブル発生に際して迅速な対応を行うことができる。

③社会情勢の変化(新興感染症の発生等による救急需要急増時など)に
伴い，対応要領等を変更する必要が生じた場合，早期に対応を変更
し相談員等への周知が可能。

直

営

５団体

神奈川県
奈良県
札幌市
大阪市
広島市

①契約更新に伴う委託事業者の変更により，運営体制
が不安定となる時期が生じる。

②看護師により業務を運営できる事業者が少ないこと
から，入札などによる事業者選定時，価格競争が起こ
りにくく，予算の安定化が図りにくい。

③市役所等にコールセンターを設置して実施する場合，
夜間を含む閉庁時間のトラブル発生時に迅速な対応が
困難となる場合がある。

④コールセンター内の機器トラブル等の対応が必要と
なる。

①業務管理や事業の質の向上などに関するエフォートを外部化し，実
施団体の負担を軽減できる(業務マニュアルの作成や相談員等の教育
等に対する労力が軽減できる)。

②民間のノウハウを活用し柔軟に事業の質の改善を行うことができる。
③人材確保などを委託することで，効率的な応需体制やコストダウン
が期待できる。

④常に運営状況を把握することが可能であり，コールセンター内のト
ラブル発生に際して迅速な対応ができる。

⑤遠隔型と比較し，業務責任者や相談員などとのコミュニケーション
が容易であるり，速やかな業務改善等ができる。

外
部
委
託
・
常
設
型

３４団体
福岡県
長崎県
熊本県
大分県
沖縄県
など

①，②は上記のとおり
③運営状況の把握が困難であり，コールセンター内で
のトラブル発生時に迅速な対応が困難である。

④相談員等に対して，直接的な指導が行いにくい。
⑤運営状況の把握が難しく，課題解決のための検討に
時間を要する。

⑥相談員が地域の実情に精通していないため，医療機
関案内が実態に合わない案件が生じるおそれがある。

①，②，③は上記のとおり
④地域によっては，人材確保が容易となる。
⑤施設の整備に係る経費が不要であり，手間がかからない。
⑥新規導入時に，委託事業者の培ったノウハウを並行活用し，スムー
ズな導入が期待できる。

外
部
委
託
・
遠
隔
型

19

(１)運営形態について

案① 「外部委託方式・遠隔型」が望ましい
案② 「外部委託方式・常設型」が望ましい
案③ 「直営方式」 が望ましい

検討委員会の意見案



(総務省消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」)
原則，24時間365日 ※ 例外：【平日夜間及び土日祝等】

３ 運営方法の主な項目について

(２)受付時間について

全国の状況デメリットメリット区 分

３１地域・平日夜間及び土日祝等の場合より費用が高額
・夜間の人材確保が必要

・時間帯を意識せずに相談できる
・消防庁の方針と合致

24時間365日

９地域・日中における救急隊や医療機関の負担軽減に
繋がらない

・24時間365日の場合よりも低額平日夜間及び土日
祝24時間 等

(総務省消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」)
実施地域の単位については，これまで，「原則として，都道府県単位で実施する」として整理してきている。
なお，都道府県単位による実施が困難な場合は，区域内の一部の市町村において実施することも可能である旨を示しているが，その

際には留意事項として，最終的には都道府県単位での事業実施に繋がる対応がとられるよう促している。

(３)対象地域について

全国の状況デメリットメリット区 分

３６地域・一部地域よりも高額
・市町村に費用負担を求める場合は調整対象が
多数

・県内どこからでも利用できる
・観光客も利用しやすい
・消防庁の方針と合致

県内全域

４地域・利用地域が限定される
・同一市外局番の地域(単位料金区域)内で利用
や費用負担に係る不平等が生じる

・県内全域よりも低額
・市町村に費用負担を求める場合
は調整対象を絞ることができる

一部地域

出典：消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」ほか

20

検討委員会の意見案 案① 「24時間365日」が望ましい
案② 「平日夜間及び土日祝24時間等」が望ましい

案① 「県内全域」が望ましい
案② 「一部地域」が望ましい

出典：消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」ほか

検討委員会の意見案



(総務省消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」)
事業費の負担割合等については，地域の実情を踏まえ，関係団体間において協議を行った上で決定するものと想定される

が，都道府県全域で実施する場合は，都道府県と市町村が共同して負担する形が考えられる。
この場合の市町村の負担割合については，人口で按分している地域や，人口に財政力指数を加味して按分している地域な

どがある。
【全国の状況】 ※ 40地域

・県と市町村が共同で負担 ：２０地域（うち県1/2，市町村1/2：１７地域）
・都道府県のみ負担 ：１４地域（うち前身事業有：７）
・市町村のみ負担 ：６地域（うち県全域で実施：２）

３ 運営方法の主な項目について

(４)費用負担について

（参考）財政措置について

内容区 分

ア 消防防災施設整備費補助金(補助率１／３)
・救急安心センター整備事業
・救急医療情報収集装置

イ 防災対策事業債(消防防災施設整備事業)
充当率75％，交付税算定率30％

① 整備に係る支援

都道府県または市町村において生じる事業実施に係る経費に対して
・ 特別交付税措置(措置率0.5，財政力補正なし)

② 運営費(ランニングコスト)に係る支援

出典：消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」ほか 21

案① 「県と市町村が共同して負担」が望ましい
案② その他（県のみ，市町村のみ など）

検討委員会の意見案
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１

説明項目１ 第３回検討委員会の結果について



2

第３回検討委員会での主な意見

⑴ 第２回検討委員会の結果について

〇 前回までの議論で#7119は有用性が高いことが認められたが，課題はどのように周知を行って有効活用してもらうか。

○ 広報事例にあった病院の待合室などを活用する方法は非常に有効だと考える。マイナ救急でも市立病院や医師会を
通じて周知しており、＃7119も医療機関や各医師会とも連携しPRできると効果的である。インバウンド客への対応として、
空港や駅での多言語の情報発信も大事。

(2) 運営方法について

(実施体制・業務内容)

○ 夏場の熱中症など、複数の電話が入った場合にどのような対応になるのか。

⇒ 消防庁からも電話が集中する時期には十分な体制を確保するよう求められている。遠隔型の場合、複数県を担当す
る相談員が在籍しており、需要が急増した際には柔軟に対応できる体制がとられている。

(実施体制・業務内容：医療機関案内の意義について)

〇 全国の先行事例を踏まえて整備されてきており、医療機関案内があった方が利便性の向上が見込まれるためだと思う。

〇 救急搬送が不要と判断された場合でも、近隣の医療機関を案内することで、ワンストップの相談体制を構築している。
非常に重要な機能だと思う。

〇 ＃8000も医療機関案内は重要で、そこまで案内しないと相手は納得しない。普及する上では重要なポイント。

(事業の運営について)

○ 今，保健部局の方で地域医療構想が議論されており，高齢者救急というのが議題としてあがっている。県の関係部局
で連携を図っていくことが必要。

〇 各郡市の危機管理と衛生，福祉部門と県との連携が必要。そこでもらったデータを基に医療機関案内をできるようにす
る必要がある。
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第３回検討委員会での主な意見

〇 医療機関案内の受け皿となる医療機関に対しても#7119の仕組みを説明することが必要。

〇 事後検証は，しっかりした統計を行うためにも誰が行うのかを押さえておかないといけない。

〇 薩摩，大隅，離島があるが中身についてはそれでいいと思うが，方向性が決まれば，それをどうやって県民，高齢者
を含めて理解を普及させていくかが大事。

○ 緊急度判定プロトコルは非常に精緻で膨大なものだ。相談員の育成には一定の経験とトレーニングが必要であり、
地域で育成するのは荷が重い部分もあるので、外部委託・遠隔型が一つの形かと。

○ ＃8000でも、利用者満足度と受診行動の変化を調査して有用性を示してきており、＃7119でも参考にすることで、住
民への信頼が高まる。

⑶ 運営方法の主な項目について(運営形態・受付時間・対象地域・費用負担)

〇 直営と外部委託・常設型は地元のことをわかっているメリットがあるが，外部委託・遠隔型が(全国で)一番活用され
ている運営形態。

〇 ＃8000のような形(常設型と遠隔型のミックス)が良いのでは。夜間は遠隔型であっても経験を積めば評判がよくなっ
てくる。

○ 訪問看護サービスを提供する側からは，かかりつけ医が対応できない土日祝日の対応が困っているので，24時間
365日が望ましい。

#8000の相談者の育成も結構長く丁寧にやってきた結果。高齢者に関してはいろいろな要素が入ってくるのでそんな
に簡単に理解できないと思う。外部委託(遠隔型)でスタートしないと養成が間に合わない。

○ 救急搬送は昼間が多い。回線をずっと使っている状況もあるため24時間365日で。離島においても消防だけでは賄
えない部分もあることから，県内全域での実施が望ましい。

○ 利用する立場からすると、全県で対応している方が望ましい。国の財政処置も活用しながら、県と市町村が連携して
予算化することが大事。
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説明項目２ 市町村等の意向調査結果



市町村等の意向調査

調査目的：#7119の導入に向けた検討に当たり，市町村等の認識や意向を確認
するため，令和3〜６年度に引き続きアンケート調査を実施

調査対象：43市町村(保健関係部局) 及び 20消防本部
実施時期：令和７年12月
回収率 ：100％

5

調査目的：#7119の導入に向けた検討に当たり，各地域の医療関係者の意向
を確認するため，郡市医師会に対しアンケート調査を実施

調査対象：17郡市医師会
実施時期：令和７年４月( ７年12月一部再調査)
回収率 ：100％

県内郡市医師会を対象としたアンケート

市町村(保健関係部局)・消防本部を対象としたアンケート



市町村（保健関係部局）・消防本部を対象としたアンケート結果(R3〜R７)
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 #7119を導入する必要性について(消防本部・市町村(保健関係部局))
(＃７１１９導入の必要性について)
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県内郡市医師会を対象としたアンケート結果

導入を強く希望する

7件
41%

導入が望ましい,
10件
59%

導入してもしなくて

もよい, 0, 0%

導入の必要はない, 
0, 0%

事業導入に対する意見
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説明項目3 先行県の状況



出典：消防庁「救急安心センター事業（♯７１１９）の展開拡大」
9

先行県の状況
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・ 令和７年10月現在，#7119は全国40地域(都府県全域３６，一部地域４)で導入されている。

・ 導入に至る経緯は各地域で異なり，国のモデル事業を活用するなど早期に導入した地域や既存の電話事業
から#7119に変わった地域では都県単独で実施されているが，近年事業を導入した地域では，県と市町村が共
同で行っている地域が多くみられる。

・ 受付方法は音声ガイダンスを採用している地域もある。
・ 医師体制はオンコール体制で，119番転送は未対応の地域がほとんどである。
・ 外国語対応を行っている地域もある。

先行県の状況

山口県

(外部委託・遠隔型)

滋賀県

(外部委託・遠隔型)

京都府

(外部委託・遠隔型)

福島県

(外部委託・遠隔型)

奈良県

(外部委託・常設型)

東京都

(直営)

令和元年７月令和７年10月令和２年10月令和５年４月平成21年10月平成19年６月開 始 時 期

約110万人約190万人約258万人約183万人約132万人1,442万人人 口

24時間365日24時間365日24時間365日24時間365日24時間365日24時間365日受 付 時 間
県内全域(一部は独自実

施)
県内全域府内全域

県内全域県内全域都内全域(島しょを除く)
対 象 地 域

県(通信費等),
市町村(委託費)

県1/2，
市町村1/2（人口按分）

府(固定額：2千万円)，
市町村(所要額)

※消防本部

県1/2，
市町村1/2（人口按分）県負担東京消防庁

費 用 負 担

22,000千円13,619千円31,200千円42,900千円129,222千円約10億円R7年度予算

24,718件－57,160件23,367件77,999件485,432件
R6年度相談
件 数

３回線２回線４回線３回線
(17～23時:５回線)１回線15回線

回 線 数

音声ガイダンス音声ガイダンス音声ガイダンス音声ガイダンス受付員対応音声ガイダンス受 付 方 法

オンコール体制オンコール体制オンコール体制オンコール体制オンコール体制常駐体制医 師 体 制

未対応未対応未対応未対応未対応実施1 1 9 転 送

未対応６か国語未対応未対応未対応未対応外国語対応
一部地域は，隣県の広島
市等と合同または独自で
実施

今年度から実施
消防庁モデル事業を活用
して導入

東京消防庁管轄は本土の
み

そ の 他

〇 主な都道府県における実施状況

※ P.19～21に関連情報を記載
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先行県の状況

沖縄県

(外部委託・遠隔型)

大分県

(外部委託・遠隔型)

熊本県

(外部委託・遠隔型)

長崎県

(外部委託・遠隔型)

福岡県

(外部委託・遠隔型)

愛媛県

(外部委託・遠隔型)

令和６年９月令和７年７月令和６年５月令和６年８月平成28年６月令和５年７月開 始 時 期

約147万人約112万人約174万人約131万人約509万人約128万人人 口

24時間365日平日・土夜間，
日祝等24時間

24時間365日24時間365日24時間365日24時間365日受 付 時 間

県内全域(北大東村，与
那国町を除く)

県内全域県内全域県内全域県内全域県内全域対 象 地 域

県1/2，
市町村1/2(均等割，人口

按分)

県1/2，
市町村1/2(人口按分)

県1/2，
市町村1/2（1/2人口按分，

1/2前年度実績）

県1/2，
市町村1/2（人口按分）

県県1/2，
市町村1/2(人口按分)

費 用 負 担

19,120千円29,322千円20,895千円25,000千円98,000千円35,530千円R7年度予算

11,807件(R6.9～)－7,667件（R6.5～）14,668件(R6.8～)79,731件19,257件R6年度相談
件 数

１回線(２チャンネル)４回線２回線２回線１回線(２チャンネル)２回線回 線 数

受付員対応音声ガイダンス音声ガイダンス受付員対応音声ガイダンス受付員対応受 付 方 法

オンコール体制オンコール体制オンコール体制オンコール体制オンコール体制オンコール体制医 師 体 制

未対応未対応未対応未対応未対応未対応1 1 9 転 送

12言語対応13言語対応13言語対応未対応電話リレーサービスで対応未対応外国語対応

令和６年度：大分市
令和７年度：県内全域

R4から#7400で事業導入
R6.5から#7119に番号変
更

公平性の観点から県1/2，
市町村1/2

市町村と費用負担協議中そ の 他
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説明項目４ 運営方法に係る意見について
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１ 実施体制・業務内容

(１)勤務人員
検討委員会の意見案対応内容対応者

適当（音声ガイダンス
も含めて検討すべき）

電話の受付を行い，必要に応じて，相談者の現在地，年齢，性別
等の聞き取りを行い，医療機関案内を希望する場合は医療機関案内
を実施し，救急医療相談を希望する場合は相談員への引継ぎを行う。

受付員

適当（訓練を受けた看
護師等を配置すべき）

相談者から症状の聞き取りを行い，相談システムに入力し緊急度
判定プロトコル等により緊急度判定を行う。

判定結果により，応急手当の助言や医療機関案内，119番への転
送や掛け直し要請等を行う。

相談員

適当（常駐又はオン
コール体制とすべき）

相談員が救急医療相談に対応する際，緊急度判定や診療科目等の
判断に迷った場合，相談員からの相談に応じて助言を行う。

医 師
(常駐又はオンコール体制)

適当（配置すべき）受付員や相談員の勤務状況やコールセンター内の状況を把握し，
業務が円滑に遂行されるために必要に応じて適切な指示等を行う。

監督者
(業務責任者)

出典：消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」

〇 イメージ図

① 緊急度判定を用いた救急医療相談と医療機関案内のいずれも実施すること
② 救急医療相談の相談員は医師，看護師又は救急救命士とすること
③ 医師の常駐又はオンコール体制を確保すること

〇 #7119の満た
すべき要件
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１ 実施体制・業務内容

検討委員会の意見案対応内容対応事項

適当(＃7119の満た

すべき要件)

緊急度の判定に当たっては，緊急度判定プロトコル(電話相談)【総務省
消防庁作成】を参考に，相談者から聴取した内容により行う。また，必要
に応じて医師への相談を行うこと。

電話相談の結果，医療機関を受診する必要がない場合には，症状に応じ
た対処法等を説明すること。

救急医療相談

適当(＃7119の満た

すべき要件である)

相談内容に応じて，医療機関を受診する必要性の有無について回答する
こと。

受診する必要がある場合又は相談者から医療機関案内を求められた場合
は，あらかじめ委託者が提供する医療機関情報を用いて，相談者の求める
医療機関情報を提供する。

なお，情報提供に当たっては客観的なもののみ提供し，優良な医療機関
の案内などの主観を要するものは対応しないこと。

医療機関案内

適当(実施すべき)15歳未満の小児に関する相談については，まず緊急度判定を行い，緊急
度が低いと判断された場合には相談者の希望に応じて「〇〇県小児救急医
療電話相談(#8000)」等に案内する等の対応をとること。

小児に関する
相談

適当(実施すべき)外国人からの相談に対応するため，多言語通訳サービスなどの通訳者を
交えた３者通話による相談体制を整えること。

外国人からの
相談

適当(実施すべき)事業実績を報告するため，事案毎の相談内容に関する事項を記録し，一
定期間保存すること。

相談業務に関
する記録

適当(実施すべき)アンダートリアージが疑われる事案など，相談者が不利益を被るような
重大インシデントが発生した場合は，速やかに委託者に報告するとともに，
対処後に相談内容や対応策について整理し，改めて報告すること。

また，必要に応じて委託者と検証する体制を設けること。

重大事案発生
時の対応

(２)相談業務に対する対応(参考：標準的な仕様書(例))

出典：消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業を外部委託する際に活用可能な標準的な仕様書(例)」

※ R7.7現在 37団体中14団体が実施
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(１)運営上の留意事項

検討委員会の意見案内 容留意事項

適当(実施すべき)本事業を救急医療全体に資するものとして認織し，実施主体の各都道府県又
は市町村の消防防災主管部局と衛生主管部局が連携すること。

また，都道府県メディカルコントロール協議会，各地域メディカルコント
ロール協議会，消防本部，医療機関等への運用状況の共有や検証等を適宜行う
とともに，PDCAを通じて事業の「質」を担保すること。

事業運営に
ついて

適当(実施すべき)コールセンターの受付時間を決定する。相談窓口は，原則として24時間365
日，相談を受け付けることができる体制とする。

ただし，同一の窓口において24時間365日体制を実施できない場合において
は，地域の医療機関との連携等，地域の実情に応じた適切な体制の整備により，
実質的に24時間365日，相談を受け付けることができる体制を整えるとともに，
受付時間外の対応体制について住民に周知すること。

受付時間に
ついて

適当(２回線以上を
確保した上で，需要
増大時に柔軟な対
応がとれるような体
制を確保すべき）

実施団体は，応答率等を把握し，必要な回線数の確保に努めること。また，
大型連休や年末年始等の需要拡大が見込まれる場合には，事前に必要な体制を
確保するよう努めること。

応答率等に
ついて

適当（県内及び隣県
の医療機関情報を整
備すべき）

繫急度判定を用いた救急医療相談の結果，医療機関案内を行う場合は，利用
者の利便性の観点からも，原則として，#7119においてワンストップで行うこ
とが望ましい。ただし，#7119においてワンストップで実施できない場合にお
いては，相談者に対して，既存の医療機関案内窓口を紹介する等，地域の実情
に応じた適切な医療機関案内の体制を整えるものとする。

救急医療相
談後の医療
機関案内に

ついて

２ 救急安心センター事業(＃７１１９)運営について(総務省消防庁)

出典：消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」



16

(２)電話対応に関する事項

検討委員会の意見案内 容留意事項

適当(実施すべき)電話相談では，心肺停止など緊急度が高い事案を確実に判定できること，緊急度
が高い症例を低く見積もることを可能な限り避けること，医学的根拠に基づき行う
こと，応対者によって判定結果にばらつきが生じないこと等が求められる。そこで
医療機関従事者が電話を介して判断する傷病の緊急度やそれに基づいて提供する情
報の標準化を目指した指示書として，電話相談ブロトコルを作成している。

令和２年12月に策定された電話相談ブロトコルver.3では，赤 (最緊急・救急車)，
橙(緊急・非救急車)，黄(準緊急)，緑(非緊急)，白(受診不要)の５段階の緊急度を
判定する。

最終的な緊急度判定は，プロトコルが示す結果のみに頼らず，適宜担当した看護
師又は救急救命士の経験，知職及び医師の助言，通報者の社会的事情などによって
総合的に判断する。判定後の対応は，119番転送による救急車要請，地域医療機関情
報に基づく受診科目・医療機関情報，他の電話サービスやウェブ情報(中毒情報セン
ター，メンタルヘルス対応など)及び病態に応じた適時の受診時期(受療のタイミン
グ)と救急処置を中心とした口頭指導などがある。(「緊急度判定ブロトコルver.3
【電話相談】」)

①緊急度判
定プロト
コル

適当（掛け直しの
要請とすべき）

相談者からの相談内容等により，緊急性が高いと判定した場合は，受付員・相談
員はただちに119番転送又は掛け直しの要請を行う。

119番転送を行う際は，操作が複雑である場合も想定されるため，受付員・相談員
が速やかに対応することができるよう，操作方法や消防機関に伝達すべき事項
(#7119からの転送であること，相談者の電話番号など)をあらかじめ記載したマニュ
アルを用意することが望ましい。

②119番への
転送等に
関する対
応

事業導入後に検討
すべき

一部の消防本部では，緊急に搬送する必要がなく，かつ，#7119に寄せられる相談
内容と親和性があることが明確な119番通報について，#7119への転送(以下「直接転
送」という。)が行われている。

③119番から
の転送等
に関する
対応

２ 救急安心センター事業(＃７１１９)運営について(総務省消防庁)

出典：消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」

※ R7.7現在 37団体中８団体が実施
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(２)電話対応に関する事項

検討委員会の意見案内 容留意事項

適当(実施すべき)相談者の住所又は現在地を聴取した際に，#7119未実施エリアからの入電で

あることが判明した場合，相談員は当該地域が#7119実施エリア外であること

を的確に伝える。

ただし，電話相談内容などから直ちに病院を受診する必要があると判断し

た場合は，相談者に119番通報するよう助言するなど，状況に応じた対応が求

められる。

また，電話応対に当たっては懇切丁寧な応対を行うとともに，相談者に不

快の念を抱かせることのないように留意することが望ましい。

④#7119実施エ
リア外から
の入電に対
する対応

適当(＃8000と同様に

実施すべき（固定電話

番号を案内）)

※ 曽於市の旧末吉町，

旧財部町の地域が該

当

#短縮ダイヤルサービスは，単位料金区域に基づき実施されているが，地域

によっては，単位料金区域が都道府県や市町村の境界と一致していない場所

が存在していることから，このような地域において事業を導人する場合は，

#7119に架電した際に隣県の#7119につながるなどの問題が発生するため，事

前に実施地域の単位料金区域を把握し，当該問題に対する対応方針を決定す

る必要がある。

なお，携帯電話は各携帯キャリアの基地局での振り分けとなるため，この

影響を受けない。ただし，隣接する県の基地局に振り分けられてしまうよう

な地域の場合，#短縮番号ではなく，固定番号で発信する必要がある。

⑤市外局番が県
境等をまた
ぐ地域にお
ける対応

適当(実施すべき)聴覚障害者等による#7119利用に関する問い合わせ等があった場合，電話リ

レーサービスやネット119，Q助など，地域の実情に合った連絡手段を案内す

る。

また，医療機関案内についてはＦＡＸでの対応を行っている実施団体もあ

るため，地域で利用可能なツール(電話リレーサービス，Q助，ネット119，

メール119，FAX119など)を踏まえ，関係機関と協議した上で，対応要領を定

めることが望ましい。

⑥聴覚障害者等
の利用に関
する問い合
わせ

２ 救急安心センター事業(＃７１１９)運営について(総務省消防庁)

出典：消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」
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(２)電話対応に関する事項
検討委員会の意見案内 容留意事項

適当(実施すべき)不規則入電(特定の相談員に対する呼び出し等)に関して，業務の円滑な運営が妨
げられるおそれがあるため，速やかに事業管理者へ転送・報告するなど，あらかじ
め#7119業務に支障を生じることのない連絡体制を構築することが必要である。

その際，あらかじめ，転送先を一本化して設定するなど，相談員が迷わずに統一
した対応が行えるシステムを考慮することが望ましい。

⑦不規則入電
に関する対
応

適当(事後検証も行
うべき)

実施団体へのヒアリングにより，#7119では事業内容(救急医療相談・医療機関案
内)から，相談者の詳細な住所(〇丁目〇番〇号)まで特定しないことが確認されて
いる。このため，相談者の相談内容(子どものケガについて受傷機転が不自然な場
合等)などから相談員が虐待を疑った場合において，相談者の住所を特定できない
ことにより，追跡調査を行うなど適切な対応が困難な事例も想定される。

しかし，児童虐待は深刻な社会問題であり，「児童虐待の防止等に関する法律」
及び「児童福祉法」により，児童虐待に係る通告義務等が定められていることから，
児童虐待が疑われるような相談を受けた場合，速やかに関係機関に通告するための
対応要領を定めておく必要がある。

⑧児童虐待が
疑われる入
電に関する
対応につい
て

２ 救急安心センター事業(＃７１１９)運営について(総務省消防庁)

出典：消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」

(３)手続き関係
検討委員会の意見案内 容留意事項

適当(実施すべき)#7119の電話相談中に，相談者の容態が急変し応答を得ることができなくなるなど，
人命又は身体に差し迫った危険があるにもかかわらず，相談者から住所等の情報を
聴取できないために，救急要請ができないことが想定される。

#7119の相談窓口から上記のような通報を受けた消防本部が，救急車を出動させる
必要があると認め，かつ，相談が東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式
会社(以下「NTT東西」という。)の固定電話又はひかり電話を通じて行われていた場
合に，NTT東西が所有する住所情報及び契約者名を照会するための手続きを行う。

＃7119で受
付した相談
者に関する
契約者情報
照会



３ 運営方法の主な項目について

出典：消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」ほか

直営方式 ： 人材確保，プロトコルを用いた緊急度判定などの運用に関する事項及び事業の質の向上を図るための検証・研修体制等
のすべてを実施団体にて行う方式

外部委託方式 ： 受付員や相談看護師などの人材確保，プロトコルを用いた緊急度判定などの運用に関する事項及び事業の質の向上を図
るための検証・研修体制等の大部分又は一部を外部事業者に委託して行う運営する方式

ア 常設型 ： 実施団体が用意する施設にて事業を実施するもの
イ 遠隔型 ： 委託事業者が用意する施設にて事業を実施するもの

全国の状況デメリットメリット区分

１団体

東京都

①外部委託方式と比較し，人件費がかかる。
②雇用形態の柔軟性がなく，業務の効率化が図りにく
く，相談員の勤務条件や入電数(需要)に応じて効率的
に勤務人員を増減するなどの対応が困難。

③相談員の人材確保(募集・採用・退職)及び日常的な人
事・庶務的業務が必要。

④コールセンター内の機器トラブルの対応が必要。

①委託事業者の変更などがなく，運営体制の安定化を図ることができ
る。

②常に運営状況を把握することが可能であり，コールセンター内でト
ラブル発生に際して迅速な対応を行うことができる。

③社会情勢の変化(新興感染症の発生等による救急需要急増時など)に
伴い，対応要領等を変更する必要が生じた場合，早期に対応を変更
し相談員等への周知が可能。

直

営

５団体

神奈川県
奈良県
札幌市
大阪市
広島市

①契約更新に伴う委託事業者の変更により，運営体制
が不安定となる時期が生じる。

②看護師により業務を運営できる事業者が少ないこと
から，入札などによる事業者選定時，価格競争が起こ
りにくく，予算の安定化が図りにくい。

③市役所等にコールセンターを設置して実施する場合，
夜間を含む閉庁時間のトラブル発生時に迅速な対応が
困難となる場合がある。

④コールセンター内の機器トラブル等の対応が必要と
なる。

①業務管理や事業の質の向上などに関するエフォートを外部化し，実
施団体の負担を軽減できる(業務マニュアルの作成や相談員等の教育
等に対する労力が軽減できる)。

②民間のノウハウを活用し柔軟に事業の質の改善を行うことができる。
③人材確保などを委託することで，効率的な応需体制やコストダウン
が期待できる。

④常に運営状況を把握することが可能であり，コールセンター内のト
ラブル発生に際して迅速な対応ができる。

⑤遠隔型と比較し，業務責任者や相談員などとのコミュニケーション
が容易であるり，速やかな業務改善等ができる。

外
部
委
託
・
常
設
型

３４団体
福岡県
長崎県
熊本県
大分県
沖縄県
など

①，②は上記のとおり
③運営状況の把握が困難であり，コールセンター内で
のトラブル発生時に迅速な対応が困難である。

④相談員等に対して，直接的な指導が行いにくい。
⑤運営状況の把握が難しく，課題解決のための検討に
時間を要する。

⑥相談員が地域の実情に精通していないため，医療機
関案内が実態に合わない案件が生じるおそれがある。

①，②，③は上記のとおり
④地域によっては，人材確保が容易となる。
⑤施設の整備に係る経費が不要であり，手間がかからない。
⑥新規導入時に，委託事業者の培ったノウハウを並行活用し，スムー
ズな導入が期待できる。

外
部
委
託
・
遠
隔
型
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(１)運営形態について

案① 「外部委託方式・遠隔型」が望ましい
案② 「外部委託方式・常設型」が望ましい
案③ 「直営方式」 が望ましい

検討委員会の意見案



(総務省消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」)
原則，24時間365日 ※ 例外：【平日夜間及び土日祝等】

３ 運営方法の主な項目について

(２)受付時間について

全国の状況デメリットメリット区 分

３１地域・平日夜間及び土日祝等の場合より費用が高額
・夜間の人材確保が必要

・時間帯を意識せずに相談できる
・消防庁の方針と合致

24時間365日

９地域・日中における救急隊や医療機関の負担軽減に
繋がらない

・24時間365日の場合よりも低額平日夜間及び土日
祝24時間 等

(総務省消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」)
実施地域の単位については，これまで，「原則として，都道府県単位で実施する」として整理してきている。
なお，都道府県単位による実施が困難な場合は，区域内の一部の市町村において実施することも可能である旨を示しているが，その

際には留意事項として，最終的には都道府県単位での事業実施に繋がる対応がとられるよう促している。

(３)対象地域について

全国の状況デメリットメリット区 分

３６地域・一部地域よりも高額
・市町村に費用負担を求める場合は調整対象が
多数

・県内どこからでも利用できる
・観光客も利用しやすい
・消防庁の方針と合致

県内全域

４地域・利用地域が限定される
・同一市外局番の地域(単位料金区域)内で利用
や費用負担に係る不平等が生じる

・県内全域よりも低額
・市町村に費用負担を求める場合
は調整対象を絞ることができる

一部地域

出典：消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」ほか
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検討委員会の意見案 案① 「24時間365日」が望ましい
案② 「平日夜間及び土日祝24時間等」が望ましい

案① 「県内全域」が望ましい
案② 「一部地域」が望ましい

出典：消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」ほか

検討委員会の意見案



(総務省消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」)
事業費の負担割合等については，地域の実情を踏まえ，関係団体間において協議を行った上で決定するものと想定される

が，都道府県全域で実施する場合は，都道府県と市町村が共同して負担する形が考えられる。
この場合の市町村の負担割合については，人口で按分している地域や，人口に財政力指数を加味して按分している地域な

どがある。
【全国の状況】 ※ 40地域

・県と市町村が共同で負担 ：２０地域（うち県1/2，市町村1/2：１７地域）
・都道府県のみ負担 ：１４地域（うち前身事業有：７）
・市町村のみ負担 ：６地域（うち県全域で実施：２）

３ 運営方法の主な項目について

(４)費用負担について

（参考）財政措置について

内容区 分

ア 消防防災施設整備費補助金(補助率１／３)
・救急安心センター整備事業
・救急医療情報収集装置

イ 防災対策事業債(消防防災施設整備事業)
充当率75％，交付税算定率30％

① 整備に係る支援

都道府県または市町村において生じる事業実施に係る経費に対して
・ 特別交付税措置(措置率0.5，財政力補正なし)

② 運営費(ランニングコスト)に係る支援

出典：消防庁「救急安心センター事業(＃７１１９)事業導入・運営の手引き」ほか 21

案① 「県と市町村が共同して負担」が望ましい
案② その他（県のみ，市町村のみ など）

検討委員会の意見案


